
適時開示体制の概要

当社における

＊決定事実 ＊発生事実 ＊決算情

当社子会社における

＊決定事実 ＊発生事実 ＊決算情

当該重要事実に関する

担当役員および部長
子会社担当の役員

経営企画担当が総務法務担当、財務経理部および海外戦略事業部の協力を得て、

当社各部門およびグループ各社の情報を収集し、重要な会社情報を一元管理

経営会議：諮問

取締役会：決定・承認

取締役上席執行役員グループCFOが適時開示情報か否かの判断を行い、

代表取締役社長の承認を得て、開示内容・時期及び開示方法について決定

適時情報

東京証券取引所、資料投函およびホームページ


